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一
、
未
遂
罪
ヲ
論
ス

二
、
背
任
罪
ノ
要
件
ヲ
説
明
セ
ヨ

　
　
　

国
際
公
法

一
、
領
海
ノ
起
算
点
及
ソ
ノ
範
囲
ヲ
説
明
ス

二
、
海
上
ニ
在
ル
敵
性
財
産
ノ
捕
獲
ニ
関
ス
ル
主
義
ノ
沿
革
ヲ
述
ヘ
テ
巴

　

里
宣
言
ノ
主
義
ヲ
説
明
ス

　
　
　

経
済
学

一
、
資
本
ノ
成
立
及
増
加
ノ
原
因
ヲ
論
シ
テ
之
ニ
関
ス
ル
社
会
主
義
ノ
説

　

ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

二
、
経
済
ノ
発
達
ハ
地
代
、
賃
金
、
利
子
並
ニ
利
潤
ニ
如
何
ナ
ル
影
響
ヲ

　

及
ホ
ス
ヘ
キ
カ

　
　
　

財
政
学

一
、
財
産
所
得
重
課
理
由
並
ニ
方
法
ヲ
論
ス

二
、
国
庫
剰
余
金
ノ
処
分
ヲ
論
ス
ヘ
シ

　
　
　

刑
事
訴
訟
法

一
、
刑
事
訴
訟
法
上
ノ
自
白
ノ
性
質
ヲ
論
ス

二
、
予
審
請
求
ト
公
判
請
求
ト
ハ
効
力
上
如
何
ナ
ル
差
異
ア
リ
ヤ

　
　
　

民
事
訴
訟
法

一
、
権
利
拘
束
ノ
効
力
如
何

二
、
形
成
ノ
訴
（
創
設
ノ
訴
又
ハ
権
利
変
更
ノ
訴
ト
モ
称
ス
）
ヲ
論
ス

　
　
　

商
法

一
、
合
資
会
社
ト
匿
名
組
合
ト
ノ
異
同
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

二
、
海
上
保
険
ノ
特
質
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

尚
係
官
の
語
る
所
に
依
れ
は
本
試
験
発
表
は
十
月
下
旬
従
て
口
頭
試
問
は

868　

本
年
度
高
等
試
験
問
題

〔『
法
学
新
報
』
第
35

巻
11

（
406

）
号　

大
正
14

年
11

月
１
日
〕

○
本
年
度
高
等
試
験
問
題

　
　
　

○
行
政
科

本
年
度
高
等
試
験
行
政
科
試
験
は
九
月
二
日
よ
り
五
日
ま
て
衆
議
院
内
に

て
挙
行
さ
れ
た
る
か
受
験
人
員
は
千
四
百
五
十
余
名
に
及
ふ
試
験
問
題
は

左
の
通
り

　
　
　

憲
法

一
、
国
家
ノ
本
質
ニ
就
イ
テ
所
見
ヲ
述
ヘ
ヨ

二
、
法
律
ト
勅
令
ト
ノ
区
別
及
其
ノ
効
力
ノ
関
係
ヲ
論
ス

　
　
　

行
政
法

一
、
市
町
村
ニ
対
ス
ル
国
家
ノ
監
督
ヲ
論
ス

二
、
許
可
、
認
可
ノ
差
別
ヲ
説
明
セ
ヨ

　
　
　

民
法

一
、
民
法
上
ニ
使
用
セ
ル
『
取
消
』
ナ
ル
語
ノ
意
義
ヲ
論
セ
ヨ

二
、
民
法
第
三
編
第
二
章
ノ
規
定
ニ
シ
テ
契
約
自
由
ノ
原
則
ヲ
制
限
ス
ル

　

モ
ノ
ア
リ
ヤ

　
　
　

刑
法
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二
、
公
判
ニ
於
ケ
ル
証
拠
調
ヘ
手
続
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

　
　
　

国
際
私
法

一
、
外
国
人
ニ
対
シ
テ
失
踪
宣
告
ヲ
為
シ
得
ル
場
合
如
何

二
、
契
約
ノ
成
立
ノ
準
拠
法
ヲ
述
ヘ
ヨ

　
　
　

行
政
法

一
、
官
吏
ノ
服
従
義
務
ヲ
論
ス

二
、
訴
願
ト
行
政
訴
訟
ト
ノ
異
同
及
関
係
ヲ
論
ス

　
　
　

国
際
公
法

一
、
条
約
批
准
ノ
法
的
説
明
ヲ
為
ス
ヘ
シ

二
、
戦
時
禁
制
品
ノ
仕
向
地
ヲ
論
ス

　
　
　

経
済
学

一
、
景
気
ノ
循
環
ト
ハ
何
ソ

二
、
奢
侈
ノ
利
弊
ヲ
論
ス

　
　
　

○
司
法
科

本
年
度
高
等
試
験
司
法
科
は
九
月
十
四
日
よ
り
十
七
日
ま
て
貴
衆
両
院
に

於
て
挙
行
さ
れ
た
る
か
受
験
人
員
は
約
八
百
七
十
余
人
に
し
て
問
題
次
の

如
し

　
　
　

憲
法

一
、
法
律
制
定
手
続
中
ニ
於
テ
法
律
ノ
完
成
ス
ル
時
期
如
何
、
公
布
ア
リ

　

テ
実
施
サ
レ
サ
ル
法
律
ノ
効
力
如
何

二
、
司
法
裁
判
所
ノ
民
刑
事
裁
判
所
ト
同
意
ニ
用
ラ
ル
ル
ニ
至
シ
理
由

　
　
　

民
法

一
、
任
意
債
務
ト
選
択
債
務
ト
ノ
差
異
ヲ
論
ス

二
、
民
法
百
十
条
ヲ
例
ヲ
挙
ケ
テ
説
明
セ
ヨ

十
一
月
上
旬
頃
に
な
る
へ
し
と

　
　
　

○
司
法
特
別
科

大
正
十
二
年
法
律
第
五
十
二
号
に
依
る
試
験
は
九
月
八
日
よ
り
四
日
間
貴

衆
両
院
に
於
て
挙
行
せ
ら
れ
た
る
か
受
験
人
員
は
千
二
百
五
十
二
人
に
し

て
問
題
は
左
の
如
し

　
　
　

憲
法

一
、
法
治
国
ノ
主
義
ノ
何
タ
ル
カ
ヲ
論
シ
テ
ソ
ノ
主
義
ハ
如
何
ナ
ル
程
度

　

ニ
於
テ
我
国
憲
法
ノ
上
ニ
採
用
セ
ラ
ル
ル
ヤ
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

二
、
所
謂
憲
法
上
ノ
大
権
事
項
ハ
法
律
ヲ
以
テ
規
定
ス
ル
事
ヲ
得
ル
ヤ

　
　
　

民
法

一
、
請
求
権
ノ
競
合
ノ
場
合
ニ
関
シ
二
箇
ノ
例
ヲ
挙
ケ
其
ノ
法
律
効
力
ヲ

　

説
明
ス
ヘ
シ

二
、
民
法
百
九
十
二
条
適
用
ノ
範
囲
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

　
　
　

商
法

一
、
会
社
ノ
設
立
無
効
ヲ
論
ス
ヘ
シ

二
、
有
価
証
券
ノ
取
得
及
喪
失
ヲ
論
ス
ヘ
シ

　
　
　

刑
法

一
、
連
続
犯
ヲ
論
ス

二
、
刑
法
一
〇
九
条
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

　
　
　

民
事
訴
訟
法

一
、
準
備
書
面
ノ
効
力
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

二
、
訴
ニ
於
ケ
ル
請
求
ノ
変
更
ヲ
論
セ
ヨ

　
　
　

刑
事
訴
訟
法

一
、
職
権
審
理
主
義
ヲ
説
明
シ
テ
其
制
限
規
定
ニ
論
究
ス
ヘ
シ
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○
外
交
科

　
　
　

憲
法

一
、
我
カ
国
法
ニ
於
ケ
ル
皇
室
自
治
ノ
原
則
ヲ
論
ス

二
、
貴
族
院
制
度
ヲ
論
ス

　
　
　

国
際
公
法

一
、
国
家
ノ
自
衛
権
ヲ
論
ス

二
、
戦
時
中
立
国
ノ
負
フ
所
ノ
義
務
並
ニ
責
任
ニ
関
ス
ル
概
括
的
ノ
説
明

　

ヲ
試
ム
ヘ
シ

　
　
　

国
際
私
法

一
、
権
利
能
力
ノ
準
拠
法
ヲ
説
明
ス

二
、
婚
姻
ノ
方
法
ハ
何
レ
ノ
国
ノ
法
律
ニ
ヨ
ル
ヘ
キ
カ

　
　
　

経
済
学

一
、
企
業
集
中
ノ
原
因
及
結
果
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

二
、
農
産
物
価
格
騰
落
ハ
経
済
社
会
ニ
如
何
ナ
ル
影
響
ヲ
及
ホ
ス
ヘ
キ
カ

　
　
　

外
交
史

一
、
下
ノ
関
条
約
ヨ
リ
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
ニ
至
ル
日
本
ノ
外
交
ヲ
略
述
セ

　

ヨ
二
、
モ
ロ
ツ
コ
問
題
ヲ
中
心
ト
シ
テ
西
暦
一
九
〇
〇
年
以
後
ノ
欧
州
列
強

　

ト
我
外
交
関
係
ヲ
略
述
セ
ヨ

　
　
　

行
政
法

一
、
公
共
組
合
ノ
性
質
及
種
類
ヲ
論
セ
ヨ

二
、
営
業
警
察
許
可
ト
公
企
業
ノ
特
許
ト
ノ
差
異
ヲ
論
ス

　
　
　

民
法

一
、
共
有
持
分
ノ
性
質
及
共
有
物
分
割
ノ
方
法
ヲ
説
明
セ
ヨ

　
　
　

商
法

一
、
商
事
ニ
関
シ
商
慣
習
法
カ
民
法
ニ
優
先
シ
適
用
セ
ラ
ル
ル
理
由
如
何

二
、
船
舶
共
有
ノ
本
質
ヲ
論
シ
テ
船
舶
管
理
人
ノ
地
位
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

　
　
　

刑
法

一
、
不
能
犯
ヲ
論
ス
ヘ
シ

二
、
刑
法
第
百
九
十
七
条
ノ
規
定
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

　
　
　

民
事
訴
訟
法

一
、
管
轄
ニ
関
ス
ル
合
意
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

二
、
弁
論
主
義
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

　
　
　

刑
事
訴
訟
法

一
、
公
訴
ノ
取
消
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

二
、
証
言
ト
鑑
定
ト
ノ
異
同
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

　
　
　

国
際
私
法

一
、
消
滅
時
効
ノ
準
拠
法
ヲ
述
ヘ
ヨ

二
、
相
続
人
ナ
キ
遺
産
ハ
何
レ
ノ
法
律
ニ
依
リ
テ
其
ノ
帰
属
ヲ
定
ヘ
キ
カ

　
　
　

国
際
公
法

一
、
国
際
公
法
ト
国
内
法
ト
ノ
関
係
ヲ
論
ス

二
、
条
約
ト
開
戦
ト
ノ
関
係
如
何

　
　
　

行
政
法

一
、
官
庁
ト
官
吏
ト
ノ
異
同
及
関
係
ヲ
論
ス

二
、
土
地
収
用
ノ
効
果
ヲ
論
ス

　
　
　

経
済
学

一
、
株
式
会
社
ノ
経
済
的
意
義
如
何

二
、
価
格
ト
生
産
費
ト
ノ
関
係
ヲ
論
ス
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局
者
ノ
間
ニ
会
議
ヲ
開
ク
運
ヒ
ト
ナ
レ
リ

　
２
近
世
国
家
ニ
於
テ
ハ
法
律
上
各
個
人
ハ
原
則
ト
シ
テ
平
等
テ
ア
ル
カ

元
来
人
間
ハ
自
然
的
ニ
ハ
不
平
等
ナ
モ
ノ
テ
ア
ル
コ
ト
ハ
人
類
文
明
ノ
歴

史
カ
一
口
ニ
云
ヘ
不
天
才
偉
人
ノ
歴
史
ニ
過
キ
ナ
イ
モ
ノ
ニ
見
ル
モ
明
カ

テ
ア
ル
此
法
律
上
ノ
平
等
ト
事
実
上
ノ
ハ
不
平
等
ト
ヲ
如
何
ニ
調
和
ス
ル

カ
カ
今
日
為
政
ノ
大
問
題
ト
ナ
ツ
テ
居
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（仏
独
語
試
験
問
題
ハ
之
ヲ
省
ク

）

　
　
　
　
　
　
　

英
文
和
訳

　

1 . T
he chief pow

ers of the w
orld are still obsessed by 

oldfash
ioned ideas of national sovereignty and national 

com
petition, and though all uerge on bankruptcy, they m

aintain 

and develop fresh arm
ies and fl eets. T

hat is to say, they are in 

the preparatory stage of another w
ar. So long as this divided and 

threatening state of affairs continues there can be no stability, no 

real general recovery ; shortages w
ill increase, fam

ine w
ill 

spread ; tow
ns, cities, com

m
unications w

ill decay ; increasing 

m
asses of starving unem

ployed w
ill resort to m

ore and m
ore 

d
esperate an

d
 violen

t protests, u
n

til th
ey assu

m
e a 

quasirevolutionary charater. E
ducation w

ill ebb, and social 

security dw
indle and fade into anarchy. C

ivilization as w
e know

 it 

w
ill go under and a new

 D
ark A

ge begin.

　

2 . A
n im

portant elem
ent in the grow

ing ascendancy of the 

press m
ay be found in the fact that in m

ost countries it depends 

less than it did tw
o generations ago on the favour of w

hat is 

二
、
債
権
者
取
消
権
ヲ
論
ス
ヘ
シ

　
　
　

商
法

一
、
株
式
会
社
ニ
於
ケ
ル
現
物
出
資
（
物
質
出
資
、
有
価
物
出
資
、
財
産

　

出
資
ト
モ
称
ス
）
ヲ
論
ス

二
、
支
配
人
ノ
地
位
ト
船
長
ノ
地
位
ト
ノ
異
同
ヲ
説
明
セ
ヨ

　
　
　

刑
法

一
、
教
唆
犯
ヲ
論
ス

二
、
名
誉
ニ
対
ス
ル
罪
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

　
　
　

外
国
語
作
文
（
英
独
仏
支
随
意
）

一
、
新
聞
紙
ト
輿
論

　
　
　

財
政
学

一
、
現
行
所
得
税
制
度
ノ
改
正
ヲ
論
ス
ヘ
シ

二
、
輸
入
防
遏
手
段
ト
シ
テ
ノ
関
税
ヲ
論
ス
ヘ
シ

　
　
　

商
業
学

一
、
国
際
間
ニ
於
ケ
ル
荷
為
替
ノ
取
組
ヨ
リ
支
払
ニ
至
ル
手
続
ヲ
述
ヘ
且

　

之
ニ
関
係
ス
ル
書
類
ニ
ツ
キ
説
明
ス
ヘ
シ

　
　
　

商
業
史

一
、
ス
ペ
イ
ン
語
ヲ
現
在
使
用
ス
ル
国
々
ニ
ツ
キ
其
産
業
上
ノ
発
達
ヲ
略

　

述
ス
ヘ
シ

二
、
支
那
ニ
於
ケ
ル
列
国
ノ
商
権
拡
張
ノ
歴
史
ヲ
略
述
ス
ヘ
シ

　
　
　

外
国
語
試
験
問
題

　
　
　
　
　
　
　

和
文
英
訳

　
１
日
露
間
旅
客
並
ニ
貨
物
ノ
直
通
輸
送
ハ
双
方
ニ
有
利
ニ
シ
テ
之
カ
実

現
ハ
世
人
ノ
等
シ
ク
希
望
セ
ル
所
ナ
ル
カ
愈々

近
ク
露
都
ニ
於
テ
両
国
当
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called 

“Society

” and the educated classes. T
he political and 

literary sides of its action had then a signifi cance w
hich has 

declined w
ith the increasing im

portance of its com
m

ercial 

aspects. It is less am
enable to the critical judgm

ent of w
hat are 

called the 
“men of culture

” because it relies on the vast m
ass of 

persons w
ho buy it m

erely for new
s or for business purposes, 

and w
ho advertise in it for the latter. To the m

ajority of such 

persons its political attitude is indifferent ; and this m
akes the 

political new
s it publishes, and the interpretations of that new

s it 

supplies, a m
ore effi cient m

eans of propaganda. Secure in its 

hold upon the business com
m

unity and the m
ultitude of readers 

w
ho are glad to have their thinking done for them

, it need not 

regard criticism
s proceeding from

 the austere or fastidious few
.
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